
                      

 

           

 

 

 

 

新温泉町地産地消推進協議会では、新温泉町産農林水畜産物の生産および消費拡大を図り、地産
地消を推進することを目的に活動しています。このたび、新温泉町産農林水畜産物を利用し、積極
的に地産地消に取り組む町内の事業者を「新温泉町地産地消応援団」として募集します。 
 
対象となる事業者                                       
飲食店等・宿泊施設・加工業者・小売店等（直売所も含む）・施設等（学校、認定こども園、医療
機関、福祉施設等） 

 

対象となる条件                                        
以下の事項に該当する店舗・施設等であること。 

【共通事項】 

●所在地が新温泉町内である。 

●新温泉町産品を積極的に使用し、地産地消の推進に取り組まれている。 

●食品衛生法等、関係法令を順守している。 

●応援団登録後も、新温泉町産品を積極的に使用する意欲がある。 

●新温泉町地産地消応援団のＰＲ資材を店舗（施設）や周辺の見やすいところに掲げることを了承すること。 

●事業者名等、協議会でのＰＲに使用されることに同意すること。 

 
応援団に登録すると・・・                                   

●ホームページ等に掲載してＰＲします。 

●ＰＲ資材として、ステッカーを配布します。 

 
募集期間                                          
●通年 
 
募集・登録について                                      
●登録申請用紙は下記より入手できます。 

 ・新温泉町役場農林水産課で配布しています。 

・新温泉町役場のホームページに記載していますので、ダウンロードして作成してください。 

 （ホームページ URLhttp://www.town.shinonsen.hyogo.jp/） 

所定の登録申請書類に必要事項を記入のうえ、新温泉町役場農林水産課まで提出してください。 

なお、登録料は無料です。 

●登録期間は登録日の翌年の３月３１日までとします。なお、期間終了後、辞退申し出がない場合は登録を

自動的に更新します。 

●登録店は、自らの意思によりいつでも登録の取り消しをすることができます。 

●登録いただいた個人情報は、本協議会事業の目的のみに使用いたします。 

 

お問い合わせ                                         
〒６６９－６７９２  新温泉町浜坂２６７３－１ 

 新温泉町地産地消推進協議会 （新温泉町役場 農林水産課内） 

   電話：８２－５６２６  ＦＡＸ：８２－３０５４ 


